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江
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７
　
遺
跡
及
び
木
筒
出
土
遺
構
の
概
要

御
殿

・
二
之
官
遺
跡
は
、
磐
田
市
衝
地
の
南
方
に
接
し
、
磐
田
原
台
地
の
南

端
部
の
段
丘
上
か
ら
そ
の
南
方
の
湿
地
に
か
け
て
立
地
し
て
い
る
。
標
高
は
二

ｍ
前
後
を
測
る
。
こ
の
周
辺
は

遠
江
国
磐
田
郡
あ
る
い
は
豊
田

郡
に
属
し
て
お
り
、
国
府
推
定

地
の
候
補
地
の
ひ
と
つ
で
、
ま

た
本
遺
跡
の
北
方
に
接
し
て
旧

東
海
道
が
通

っ
て
い
る
。

御
殿

・
二
之
宮
遺
跡
の
調
査

は
今
回
で
第
六
次
調
査
と
な
る
。

第

一
を
第
五
次
ま
で
の
発
掘
調

査
で
は
、
弥
生
時
代
後
期
か
ら
平
安
時
代
末
期
ま
で
の
遺
構

・
遺
物
が
検
出
さ

れ
て
お
り
、
中
で
も
奈
良

・
平
安
時
代
が
主
体
と
な

っ
て
い
る
。
第

一
次
調
査

で
は
木
簡
が
八
点
出
土
し
て
お
り
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木
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』

一
二
こ
、
ま
た
多
数
の
墨
書

土
器
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
国
府
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
今
回
の
調
査
区
は
広
範
囲
に
わ
た
る
御
殿

。
二
之
官
遺
跡
の
中
で
も
南
西

端
の
湿
地
部
に
位
置
し
、
遺
跡
の
性
格
の
上
で
も
従
来
の
調
査
区
と
は
大
き
く

異
な
る
。

調
査
の
結
果
、
弥
生
時
代
後
期
を
平
安
時
代
に
か
け
て
の
旧
河
川
や
水
路
、

堰
な
ど
が
検
出
さ
れ
た
。　
旧
河
川
よ
り
奈
良
ｉ
平
安
時
代
の
木
製
祭
祀
具
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刀
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・
槍
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・
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馬
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陽
物

・
斎
串
）
、　
人
面
墨
書
土
器

が
出
土
し
、
当
時
の
祭
の
場
で
あ

っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
他
に
、
弥
生
式

上
器
、
古
墳
時
代
前
期
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
の
上
師
器
や
須
恵
器
、
灰
釉

陶
器
、
平
安
時
代
末
葉
か
ら
中
世
初
頭
に
か
け
て
の
山
茶
椀
や
土
師
器
、
弥
生

時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
の
木
製
品
や
金
属
製
品
、
江
戸
時
代
の
漆
器
や

曲
物
、
木
簡
、
万
年
通
宝
、
か
わ
ら
け
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。
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1993年出上の木簡

①
は

一
号
溝
よ
り
出
上
し
た
。
文
字
は
両
面
と
も
釘
状
の
工
具
で
線
刻
さ
れ

て
い
る
。
表
裏
は
未
詳
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

「大

一
」
の
文
字
が
記
さ
れ
た

面
を
表
と
し
て
お
く
。
「大

一
」
は
陰
陽
道
の

「太

一
」
を
示
す
可
能
性
が
あ

り
、
祭
祀
遺
物
が
多
数
共
伴
す
る
点
か
ら
み
て
興
味
深
い
。
ま
た
、
裏
面
の
久

米
郷
は

『
和
名
類
乗
抄
』
に
遠
江
国
磐
田
郡
の
郷
名
と
し
て
み
え
る
が
、
本
遺

跡
が
当
時
の
磐
田
郡
域
に
あ
た
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

②
は
江
戸
時
代
初
期
の
も
の
と
思
わ
れ
、
近
世
以
降
の
用
水
路
か
ら
出
上
し

た
。
本
遺
跡
の
北
に
接
す
る
台
地
は
中
泉
久
保
と
呼
ば
れ
、
ま
た
北
東
の
台
地

に
は
中
泉
代
官
所
が
所
在
し
た
。
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